
 

大学生協オリジナルマンション食事付プラン規則 

 

（プラン） 

第1条 食事付プランは（株）コープリビングサービス東海（以下 CLT）が企画し、CLT から委託を

受けた静岡大学生協が運営する食堂や店舗を通じて食事サービスの提供を行うもので

す。i 

（サービス提供） 

第2条 プランは指定する食堂や店舗で１年間の開講日の食事を提供します。提供する日、１日

の利用可能金額および回数は別途配布する「利用ガイド」に案内します。 

（利用方法および変更） 

第3条 利用方法は別途配布する「利用ガイド」によります。なお、システム変更、営業時間変更

などにより利用方法が変更となる場合には利用者へ通知します。 

（利用者） 

第4条 サービス利用は申込者本人のみとし、その権利等を他者に譲渡、利用させることはできま

せん。 

（申込条件） 

第5条 このプランの申込み条件は以下となります。 

① CLT が指定する住居へ４月から新規に入居される方が対象です。 

② 申し込みは入居手続きと同時とし、それ以降の申込はできません。 

③ 契約期間は２年間となります。 

（料金） 

第6条 料金は契約事務手数料（2 年分）と月単位の前払利用料金となります。月々の前払利用

料金は家賃と同時に銀行引き落としになります。なお、契約事務手数料および４月前払

い利用料金は申込時にお支払いいただきます。 

‧ 前払月額料金は月間における提供日数、食事の利用状況に関わらず同額です。 

‧ 前払利用料金は、食事提供の有無に関わらず８月、９月、２月、３月分はお支払い

不要です。 

（利用停止） 

第7条 以下の場合は利用を停止とします 

① ２ヶ月連続で引き落としができなかった場合。この場合において、滞った前払利用料は利

用状況に関係なくお支払いいただきます。 

② サービス提供を受ける前々月の２５日（２５日が生協休業日の場合は前営業日）までに、

文書によるサービス停止の申し出があった場合。この場合において前払利用料金の引き

落としを停止します。なお、利用停止の場合において、契約事務手数料の返金は行いま

せん。 

（利用再開） 

第8条 以下の場合は利用を再開とします 

① 未払い料金および前払料金が支払われた場合。 

② サービス提供を受ける前々月の２５日（２５日が生協休業日の場合は前営業日）までに、



文書によるサービス再開の申し出があった場合。この場合において前払利用料金の引き

落としを再開します。なお、８月、２月における開講期間のみの再開は受付ません。 

（解約） 

第9条 以下の場合は解約とします 

① ２ヶ月連続で引き落としができなく、滞った前払利用料金の支払いが利用停止後１か月

以内に支払われない場合。ただし、この場合においても、引き落としできなかった２か月

間の前払利用料金は利用状況に関係なくお支払いいただきます。 

② CLT が指定する住居から退室した場合。この場合、退室の日の属する月の末日まで利

用いただき解約とします。なお、契約事務手数料の返金は行いません。 

③ サービス提供を受ける前々月の２５日（２５日が生協休業日の場合は前営業日）までに、

文書によるサービス解約の申し出があった場合。この場合において前払利用料金の引き

落としを停止し、解約とします。契約事務手数料の返金は行いません。 

④ 他者にサービスを利用させた場合。この場合においては判明した時点でサービスを解約

します。なお、解約日に関わらず前払料金、契約事務手数料の返金はしません。 

（利用更新） 

第10条 ２年間の契約期間終了後に、引き続き指定の住居に入居する場合に利用の更新ができ

ます。なお、更新条件等は別途案内します。 

（返金） 

第11条 利用停止、解約を除く返金は以下とします。 

① 前払料金引き落とし後は、本人の都合による未利用など一切の返金はしません。 

② 天災等不測の事態により施設の閉店、大学への入構禁止などにより食事提供不能の場

合は以下の基準により返金を行います。なお、返金は契約期間終了（満期、解約）後に

行います。 

‧ 食事提供ができなかった返金額＝年額前払料金/年間提供予定日数×食事提供

ができなかった日数（１０円未満切り上げ） 

‧ なお、契約期間を通じ、食事提供不能期間が提供予定日数の２０％（提供不能期

間率）を超えた場合には、契約満了者に対し、契約事務手数料の５０％に提供不能

期間率を乗じたものを上記に加え返金します。 

（規則の変更） 

第12条 この規則を変更した場合は、遅滞なく利用者に変更を通知します。なお、「料金」「利用可

能額および回数」「食事提供日」の変更がない場合においては、変更通知後、１か月を経

過した時点で規則変更を承知したものとします。 

 
i このプランは静岡⼤学⽣協が提供する「⾷堂パス」とは利⽤条件・料⾦など違いますの
でご注意下さい。 


